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令和5年7月7日 立花神姫タクシー株式会社（法人番
号8140001049908）代表者高石勇

兵庫県尼崎市三反田町3
丁目4番地12号

本社 兵庫県尼崎市三反田町3丁目4番地12
号

輸送施設の使用停止（110
日車）

道路運送法(以下「法」)第
20条、法27条第3項

令和4年5月10日、苦情を端緒として調査を実施。2
件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送
【臨時・偶発的なものと認められるもの】(法第20
条)、(2)乗務等の記録義務違反【記録の改ざん・不
実記載】(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第
3項、第4項)

12 11

令和5年7月12日 東京・日本交通株式会社（法人番号
4120001071660）代表者金田隆司

大阪府大阪市浪速区敷津
西二丁目7番10号

本社営業所 大阪府大阪市浪速区敷津西二丁目7番
10号

警告 道路運送法第27条第3項 公安委員会からの道路交通法第108条の34の規
定に基づく通知件数(放置駐車違反)が過去一年
以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針｣(平成13年国土交通省告示第1676号)
による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

令和5年7月20日 株式会社夏山（法人番号
4130001036274）代表者夏山萬春

京都府京都市右京区梅津
尻溝町69番地3

本店営業所 京都市右京区梅津尻溝町69番地2、80 警告 道路運送法第27条第3項 公安委員会からの道路交通法第108条の34の規
定に基づく通知件数(駐停車違反)が過去一年以
内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針｣(平成13年国土交通省告示第1676号)によ
る運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0


